
 

事 務 連 絡 

令和 7年 6月 24 日 

 

各都県政令市 

関東 DX･i-Construction 推進協議会委員 殿 

 

   関東地方整備局 企画部長 

 

 

省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事の実施要領及び積算要領等について 

 

 

別紙のとおり「省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事の実施要領及び積

算要領等について（令和7年6月17日付け国技施管第2号大臣官房技術調査課建設シス

テム管理企画室長及び施工企画室長）」の通知がありましたので、参考送付いたし

ます。 

 なお、貴都県内市町村（指定市を除く）に対しては、貴職より送付願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考資料） 

別紙―１   省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事実施要領 

別紙―２―１ 省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事 

（ICT 活用工事対象工種以外）積算要領 

別紙―２―２ 省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事 

（ICT 活用工事対象工種）積算要領 

 別紙―３   省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事 機械損料 

別紙―４   施工パッケージ型積算方式標準単価表 

 

 

 

 

 



 

国 技 施 第 ２ 号 

令和７年６月１７日 

 

各地方整備局 企画部長 殿 

北海道開発局 事業振興部長 殿 

 

大臣官房技術調査課建設システム管理企画室長 

施工企画室長 

 

 

 

省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事の実施要領及び積算要領等について 

 

 

「省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事の実施について」（令和７年６月１７日付 国

技施第１号）により、チルトローテータ機能付きバックホウとして認定された省人化建設機械に

関する試行工事（以下、「本試行工事」という）の実施について定めたものであるが、本試行工事

に関する実施要領（別紙１）、積算要領（別紙２―１及び別紙２－２）及び関連資料（別紙３及び

別紙４）を定めたので通知する。 

本通知は、令和７年７月１日以降に施工を実施した工事に適用するものとする。 

 


